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大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集

団活動事業の利用支援事業実施要綱（以下「実施要綱」）で定めるもののほか、多

様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に関する支援を行うことによ

り、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする、多様な集団活動事業の

利用支援事業給付費（以下「給付費」という。）の交付について必要な事項を定め

るものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 対象施設等 実施要綱第４条に基づき本市が決定した、小学校就学前の子ども

を対象とした多様な集団活動事業を実施する施設等 

（２） 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、当該

児童が利用する施設等に保育料を納入する義務を負う者 

（３） 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する実施要綱第４条に

基づき本市が決定した集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料

であって、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費

（食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用。）の類で

ないもの。 

 

（給付対象児童） 

第３条 給付対象児童は、本市の住民のうち、対象施設等を概ね、１日４時間以上８時間

未満、週５日以上、年間 39週以上利用していると市長が認める、当該利用日の属す

る月の初日に在籍している当該初日時点で満３歳以上の小学校就学前の幼児であ

って、次のいずれにも該当しない者とする。 

（１）子どものための教育・保育給付（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

第11 条。以下「法」という。）の認定を受けている者。 

（２）子育てのための施設等利用給付（法第30条の２）の認定を受けている者。 

（３）企業主導型保育事業（法第59条の２）を利用している者。 

（４）大阪市認可外保育施設教育費給付費交付要綱（以下、「認可外交付要綱」とい

う。）第７条第１項に基づき交付の認定を受けている者。ただし、認可外交付要綱

第５条第４項に定める、みなし認定を受けた者を除く。 

２ 前条４号ただし書きの適用を受ける者の給付費についての必要な事項は、認可外交

付要綱による。 

 

（給付の対象経費） 

第４条 給付の対象となる経費は、給付対象児童の保護者が対象施設等に支払う利用料と

する。 



 

（給付基準額等） 

第５条 支給対象児童１人当たりの給付基準額は、１月につき、20,000円とする。ただし、

対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去３カ年の平均月額利

用料（10円未満の端数がある場合は切り捨て。）が 20,000円を下回る対象施設等を

利用する児童は、当該平均月額利用料とする。 

 ２ 給付費の額は、支給対象児童の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と

月額の給付基準額のいずれか少ない額とする。 

 

 

（申請手続） 

第６条 給付費の交付を希望する保護者は、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給

付費交付認定申請書（様式第１号）に必要事項を記載し、給付の開始を希望する月

が属する会計年度の２月末日（２月末日が土曜日の場合はその前日、２月末日が日

曜日の場合は３月１日）までに、市長に提出しなければならない。 

２ 子育てのための施設等利用給付の認定が取り消されたことに伴い、給付費の交付を

希望する保護者が、令和３年度以降の会計年度内に前項の規定による申請ができな

かった場合において、子育てのための施設等利用給付の認定取消通知書等を受け取

った日の翌日から起算して 10 日以内にその申請をしたときは、前項の規定に関わ

らず、認定取消の日が属する会計年度内に申請があったものとみなす。 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）児童が大阪市に住所を有していることが分かる書類 

（２）利用している給付対象施設の利用料その他の料金体系が分かる資料 

（３）その他必要と認められる書類 

   

 

（給付費交付対象の認定） 

第７条 市長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等

に違反しないかどうか、給付事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の

算定に誤りがないかどうかを調査し、給付費の交付の認定をしたときは、大阪市多

様な集団活動事業の利用支援事業給付費交付認定通知書(様式第２号)により給付

費の認定の申請を行った保護者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたとき

は、理由を付して、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費不交付認定通

知書（様式第３号）により給付費の認定の申請を行った保護者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、申請にかかる全ての書類が到達した後、第６条第１項の規定において定

める日から 30 日以内（申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る給

付費の交付の認定又は認定しない旨の決定をするものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 給付費の交付の申請を行った保護者は、前条第１項の規定による通知を受領した

場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下

げようとするときは、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費交付申請取

下書(様式第４号)により申請の取下げを行うことができる。 



２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付認定通知書を受けた日の翌日から

起算して 10日とする。 

 

（異動等による認定の取消し等） 

第９条 市長は、給付費の交付の認定をした場合において、第 12条の届出があったとき、

又は申請書等の提出書類の記載内容に異動等があったことを知ったときは、給付費

の交付の認定の全部若しくは一部を取消し、又はその認定の内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消しの場合又は変更を行ったことにより給付費の額が変更になった場合

においては、市長は、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費異動等によ

る交付認定取消・変更通知書(様式第５号)により保護者に通知するものとする。 

 

（事情変更による認定の取消し等） 

第 10 条 市長は、給付費の交付の認定をした場合において、その後の事情変更により特

別の必要が生じたときは、交付の認定の全部若しくは一部を取消し、又はその認定

の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市多様な集団活動

事業の利用支援事業給付費事情変更による交付認定取消・変更通知書(様式第６号)

により保護者に通知するものとする。 

 

（立入検査等） 

第 11条 市長は、給付費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、給付費

の交付の認定を受けた保護者に対して報告を求め、又は給付費の交付の認定を受

けた保護者の承諾を得た上で職員に当該保護者の住居に立ち入り、帳簿書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（異動等に係る届出） 

第 12 条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、申請書等の提出書類の記載内容に異

動等があったときは、当該異動等を市長にすみやかに届け出なければならない。 

２ 前項の届出は、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費異動届（様式

第７号）に当該異動等を証する書類を添えて行うものとする。 

 

（実績報告） 

第 13 条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、利用している給付対象施設の利用を止

めたとき又は給付費の交付認定に係る会計年度が終了したときは、遅滞なく、大

阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費実績報告書（様式第８号）に必要

事項を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）利用している給付対象施設に支払った保育料の領収書等で基本的な教育・保

育にかかる費用の金額が明記されているもの 

（２）その他必要と認められる書類 

 

（給付費の額の確定等） 

第 14 条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等

の書類の審査、領収書等根拠資料の調査等により、当該報告に係る給付事業の成



果が給付費の交付の認定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか

どうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき給付費の額を確定し、大

阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費額確定通知書（様式第９号）によ

り給付費の交付の認定を受けた保護者に通知するものとする。 

 

（給付費の請求） 

第 15 条 市長は、前条の規定による給付費の額の確定を経た後に、給付費の交付の認定

を受けた保護者から請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る給付費を交

付するものとする。 

 

（確定の取消し） 

第 16条 市長は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第 12条

で確定した給付費の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正の手段により給付費の確定又は交付を受けたとき 

（２）給付費の確定の内容若しくはこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基

づき市長が付した条件に違反したとき 

２ 前項の取消しを行ったときは、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費

額確定取消通知書（様式第 10号）により通知するものとする。 

 

（給付費の返還） 

第 17 条 市長は、給付対象者に対する給付費の確定を取り消した場合において、対象事

業の当該取消しに係る部分に関し既に給付費が交付されているときは、期限を定

めて、その全部又は一部の返還を求めることができる。 

２ 前項の規定による返還決定は、大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費

返還決定通知書（様式第 11号）によるものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 18 条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、給付事業に係る経費の収支を明らかに

した書類、帳簿等を整備しておくとともに、当該年度の翌年度から起算して５年

間保存しなければならない。 

 

 附則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和４年１月 28日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

（給付費の交付認定申請期限の特例） 

第２条 給付費の交付認定申請期限に係る第６条第１項の規定の適用については、当分の

間、同項中の「２月末日（２月末日が土曜日の場合はその前日、２月末日が日曜日の場

合は３月１日）」とあるのは「３月末日」とする。 

 

 

 


